
会場名

月 日 曜 午　前 午　後 午　前 午　後 月 日 曜 午　前 午　後 午　前 午　後 午　前 午　後

16 月 橋場南・橋場西・橋場東
佐太夫町・中込新町
三家第１・三家第２

16 月 湯原 湯原・本郷

17 火
中央区北町第二・町下
町中・町上・肬水・中村

中央区北町第一・松井
相立・苦水・大月・黒田

17 火
田島・栗ノ木
千曲台・若葉

中小田切

18 水 浅間会館
住吉町・西本町

稲荷町
荒宿・相生町 18 水

上小田切
北川勝間

上小田切西
塩名田西部
県営住宅

塩名田舟久保

19 木 浅間会館
本町・大和町・花園町

上の城・一本柳
長土呂・紅雲台 19 木 湯原新田 滝・緑ヶ丘

20 金 浅間会館
横根・下平尾

小田井下宿・荒田
上平尾・西屋敷 20 金 臼田中町・旭ヶ丘 泉ヶ丘・城下・宮本

24 火 野沢会館
本新町・泉野・上桜井

中桜井・下桜井
田町・高柳・跡部

三塚・北桜井
24 火 臼田勝間・城山 上荒・中荒・下荒

御馬寄市営住宅
庄の上

駒寄

25 水 野沢会館
今岡・沓沢・日向・熊久保・泉
東立科・小宮山・前山南・洞源

平井・糠尾・下平
前山北中・美笹・弥生が丘 25 水 下小田切・中央 諏訪

26 木 野沢会館
下県西・相浜・大沢下町

大沢中町・大沢新田
下県東・竹田・地家
大沢上町・大地堂

26 木 横山・稲荷 住吉 上原 下原

27 金 野沢会館
野沢本町・中小屋

取出町
十二町・原・鍛冶屋 27 金 美里 美里・平

2 月 東会館
志賀下宿・志賀中宿

志賀上宿
安原・駒込 猿久保・猿久保東 伊勢林・駒場 2 月 伊勢 大奈良

3 火 東会館 新子田 東地・西地・五十貫 瀬戸中･瀬戸南 西耕地・瀬戸東 3 火 田口中町 丸山・川原宿

4 水
平塚・根々井塚原

根々井・大塚
赤岩・常田

上塚原・下塚原
4 水 三分 竜岡

5 木
中央区南町
前林・三石

杉の木・石神・権現堂 5 木 下越１～２
下越３～４
下越団地

八幡宮本 八幡大平

6 金
荒家・北口・平賀下宿
平賀中宿・平賀上宿

北耕地・平賀新町・太田部
常和南・常和北・アヴェ

ニュー
6 金 下越５～８ 清川

9 月
大和田・落合

北岩尾・南岩尾
今井・三河田
横和・白山

9 月 原 宮代

10 火 10 火 上中込 上中込・下町 八幡入の沢 鶴沼

11 水 11 水
赤谷・入澤１～３

十日町
三条 矢嶋上 矢嶋下

12 木 12 木 入澤４～６
入澤７～８

月夜平・岩水

13 金 13 金

16 月 16 月

日　程 日　程

市県民税申告相談日程表

〇 混雑緩和のため、市県民税申告の郵送申告又は電子申告（eLTAX・e-Tax)での申告にご協力をお願いします。

《受付時間》　　【午前の部】午前８時３０分～午前１１時３０分
　　　　 【午後の部】午後１時～午後３時３０分

〇 受付終了時間を午後の16:00から15:30に変更します。

〇 本年度より休日の申告相談は行いません。

佐久市役所 ８階大会議室 臼田支所　２階大会議室 望月支所 １階会議室

望月地区浅科地区

申告相談対象地区

佐久地区

下之宮・善郷寺・高橋・北春

御馬寄西部 上新・金井・堀端・大西・向反

竹之城・新田・湯沢・新町

上原
宮之入・三明・茂沢

入新町・岩下・入片倉

御馬寄東部

長坂・城下・東町・八千代町
神田町・末広町・金井町・栄町・昭明町

下原
本町・上本町・西町

県町・古宮・御桐谷町・吹上町

３
　
　
　
　
　
　
　
　
月

３
　
　
　
　
　
　
　
　
月

中原 印内・印内原・茂田井・観音寺

八幡上町

２
　
　
　
月

２
　
　
　
月

塩名田東部 御牧原・百沢・牧布施・式部

塩名田中部 入布施・抜井

中居・雁村・大木・藤巻
一の原・長者原・東長者原・中石堂

※地区会場はありません

片倉・西長者原

八幡本町 比田井

天神・協東・協西

八幡中町 高呂・大谷地

指定日に申告できなかった皆さん
（浅科地区）

指定日に申告できな
かった皆さん
（臼田地区）

八幡桑山 小平・三井

御牧原
指定日に申告できなかった皆さん

（望月地区）

指定日に申告できな
かった皆さん
（臼田地区）

指定日に申告できなかった皆さん
（佐久地区）

申告相談対象地区 申告相談対象地区

※市役所会場はありません

※地区会場はありません

地区会場
（下記をご確認ください）

浅科支所 １階会議室３

臼田地区

申告相談対象地区 申告相談対象地区


